
 

 

議案第３２号 

 

山陽小野田市一般廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例の制定 

について 

山陽小野田市一般廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

  平成３０年２月１９日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市一般廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市一般廃棄物処理施設設置条例（平成１７年山陽小野田市条例第

１３０号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表山陽小野田市小野田処分場の項中「山陽小野田市大字小野田

７５２５番地２」を「山陽小野田市大字小野田７５２５番地５及び７５２５番

地３９」に改め、同表山陽小野田市小野田浄化センターの項中「山陽小野田市

大字小野田７５２５番地２」を「山陽小野田市大字小野田７５２５番地４１」

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第３２号参考資料 

山陽小野田市一般廃棄物処理施設設置条例新旧対照表 

 

 

改正後 改正前 

 

 （名称及び位置） 

第２条 一般廃棄物処理施設の名称、位置及び区分は、次のとおり

とする。 

名称 位置 区分 

山陽小野田市環境

衛生センター 

山陽小野田市大字小野

田7525番地2 
ごみ処理施設 

山陽小野田市小野

田処分場 

山陽小野田市大字小野

田7525番地5及び7525番

地39 

最終処分場 

山陽小野田市山陽

処分場 

山陽小野田市大字埴生

1186番地1 
最終処分場 

山陽小野田市小野

田浄化センター 

山陽小野田市大字小野

田7525番地41 
し尿処理施設 

 

 

 

 

 

 （名称及び位置） 

第２条 一般廃棄物処理施設の名称、位置及び区分は、次のとおり

とする。 

名称 位置 区分 

山陽小野田市環境

衛生センター 

山陽小野田市大字小野

田7525番地2 
ごみ処理施設 

山陽小野田市小野

田処分場 

 

 

山陽小野田市大字小野

田7525番地2 
最終処分場 

山陽小野田市山陽

処分場 

山陽小野田市大字埴生

1186番地1 
最終処分場 

山陽小野田市小野

田浄化センター 

山陽小野田市大字小野

田7525番地2 
し尿処理施設 

 

 

 

 

 


